
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
措
置
に
関
す
る
事
務
の
流
れ

（
受

給
資

格
者

が
５

年
等

経
過

月
を

迎
え

る
際

の
事

務
）

一
部
支
給
停
止
の
適
用
除
外

と
な
る
事
由
が
あ
る
者

一
部
支
給
停
止
の
適
用
除
外
と
な

る
事
由
が
な
い
者

①
関
係

書
類
を
郵
送
等
で

自
治

体
に
提
出

②
自
治

体
に
お
い
て
関
係
書

類
類
を

審
査

①
自
治
体
へ
来
庁

②
自
治
体
の
窓
口
に
お
い
て

受
給
資
格
者
に
就
業
に
向
け
た

指
導
等

③
―
１
指
導
等
に
従
い
、
関
係

書
類
を
提
出
し
た
場
合

③
―
２
指
導
等
に
従
わ
な
い
場
合

一
部
支
給
停
止
適
用
除

外
の
決
定

一
部
支
給
停
止
適
用
の
決
定

①
電

話
、
訪

問
等

に
よ
り
受

給
資

格
者

と
の

連
絡

に
努

め
る
。

（
例
）

・
受
給
資
格
者
へ
の
連
絡
は
、
文
書
に
よ
る
督
促
を
２
、
３
回
行
う

・
生
活
保
護
受
給
者
は
生
活
保
護
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
障

害
者
の
方
に
は
障
害
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
へ
依
頼
し
て
連

絡
を
取
る

・
夜
間
に
連
絡
を
取
る

等

引
き
続
き
受
給
資
格
者
と
の
連
絡
、
手
続
の
支
援
等
を
行
う

自
治

体
か

ら
受

給
資

格
者

へ
の

事
前

通
知

（
５
年

等
経

過
月

の
前

々
月

に
通

知
）

②
―
２
①
に
関
わ
ら
ず
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合

引
き
続
き
就
業
等
に
向
け
た

支
援

速
や
か
に
差
額
を
随
時

支
給

受
給
資
格
者
と
連
絡
が
取
れ
た
場
合

受
給
資
格
者
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合

②
―
１
連
絡
が
取
れ
た
場
合

一
部
支
給
停
止
適
用
の
決
定

※

※

（
注
）
こ
の
ほ
か
、
５
年
等
経
過
月
以
降
の
現
況
届
時
も
同
様
の
事
務
を
行
う
。
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